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午後３時00分開会 

◎青山（国際協力局民間援助連携室首席事務官） それでは、時間になりましたので会議

を始めたいと思います。 

 平成21年度ＮＧＯ・外務省定期協議会の第１回連携推進委員会をこれより開催いたしま

す。本日の進行は、私、外務省国際協力局民間援助連携室の青山です。よろしくお願いし

ます。 

 本日は、気温が高くてお暑い中、皆様お集まりいただきまして、どうもありがとうござ

います。外務省とＮＧＯとの意見交換に多くの方が関心を持っていただいて、大変うれし

く思っております。 

 議論に入る前に、いつもと同じことで恐縮ですが、確認事項がございます。まず、会議

でのご発言は、そのままの形で議事録になります。１か月から２か月後くらいに、国際協

力ＮＧＯセンター、関西ＮＧＯ協議会、名古屋ＮＧＯセンター、そして外務省のホームペ

ージに掲載されます。記録がそのままの形で公開されることとの関係で、ご発言なさる方

は、マイクに向かって発言いただくということと、発言をされる方のお名前、所属を発言

の最初におっしゃっていただくこと、この２点をよろしくお願いいたします。 

 それから、本日は議題も多くございますので、発言は簡潔に、主旨・要点をわかりやす

くという形でお願いいたします。 

 資料の公開について一言お断りいたしますと、本日の議題の中で報告事項の６番目、

「５カ年計画推進チームの立ち上げと進捗状況について」、さらにこれに関連しての討議

事項、「４月27日意見交換会の報告とＮ連及び環境整備事業に関する意見交換」、この２

つの議題において使用することになる資料ですが、ＮＧＯの皆様から、アンケートの結果

をお示しいただくことになっております。こちらにつきましては、先ほど申し上げたホー

ムページには掲載しないようにという要望がありましたので、今回は、この資料は公開い

たしません。 

 同じく４月27日の意見交換会で外務省から配付させていただいた資料を、本日も使いま

すが、これらの資料も意見交換の中でのたたき台ということで、ホームページによる公開

はいたしません。 

 それでは、議論に入っていきたいと思います。時間を有効に使うために、本日も冒頭の

挨拶は省略させていただきます。 

 報告事項の（１）の議題、「パキスタン支援国会合結果報告」ということで外務省から
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説明があります。国際協力局国別開発協力第一課の佐藤課長補佐からお願いします。 

○佐藤課長補佐（国別開発協力第一課） ただいまご紹介にあずかりました国別開発協力

第一課の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元に資料を配付させていただいているかと思いますが、４月17日に東京においてパ

キスタン支援国会合が開催されました。会合には、31の国とＩＭＦを含む18の国際機関等

が参加しましたが、会合はパキスタンの支援国会合というだけではなく、それに先立って

午前中に開催されましたパキスタン・フレンズ会合を受けて、国際社会がパキスタンの支

援をしていくという姿勢を示すために開かれたものです。 

 午前中に行われたフレンズ会合について簡単にご説明します。こちらはパキスタン・フ

レンズ会合ということで、パキスタン政府が主催の会合で、パキスタンのザルダリ現大統

領の提案によって、昨年９月の国連総会の際、パキスタンが直面している経済問題やテロ

対策など様々な問題に取り組んでいるパキスタンへの支援について議論するために立ち上

げられた枠組みです。 

 フレンズ会合では、パキスタンのザルダリ大統領が議長を務め、パキスタンが取り組ん

でいるテロ対策や武装勢力との闘い、また、経済状況が非常に困難になって、現在、ＩＭ

Ｆのプログラムが適用されていますが、経済改革の達成に向けた政治的なコミットメント

をパキスタン側が示し、これに対して国際社会が政治的にプロセス努力を支援していくと

いう決意が表明されました。 

 我が国からは、冒頭に、麻生総理が出席して、国際社会のテロ対策におけるパキスタン

の重要な役割を説明の上、その重要性、また、地域的なアプローチが重要であることを強

調しました。 

 パキスタンとフレンズ会合メンバーの双方のコミットメントをフォローアップしていく

ために、今後、開発、安全、エネルギー、制度構築、貿易・金融といったそれぞれの分野

でも国際的な協力のためのフォローアップメカニズムを設立し、フォローアップしていく

ことになりました。次回会合については、トルコが開催を提案しておりますので、トルコ

で開催される予定になっています。 

 会合には、アラブ首長国連邦、オーストラリア、韓国、イランといった国から閣僚・外

相級が出席し、アメリカからはホルブルック特別代表が出席しました。支援国会合は、我

が国と世界銀行の共催ということで開催されまして、昨年、経済的な危機に陥ったパキス

タンは、昨年11月にＩＭＦからの76億ドルの融資を受け、当面の危機は回避したのですが、
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テロ対策や、国内の様々な経済改革等に取り組んでいかなければならず、国際社会からの

支援をまだまだ必要としております。そのパキスタンが直面する経済的な課題と短期的な

課題と短期的な開発ニーズについて議論する場ということで、この支援国会合が開催され

ました。 

 我が国からは中曽根外務大臣が出席して共同議長を務めましたが、冒頭にスピーチを行

い、フレンズ閣僚級会合で示されたパキスタン政府の経済改革やテロ対策に向けた堅い決

意を評価しつつ、ＩＭＦプログラムの着実な実施を前提として我が国は最大10億ドルの支

援を行っていくということを表明しました。 

 会議の結果、パキスタンから今後約2年間で必要な支援として、40億ドルの要請があり

ましたが、これに対して50億ドル以上の支援表明があり、パキスタンの経済改革と安定の

ために国際社会が積極的に支援していくという姿勢を確認でき、我々が考えていた当初の

目的は達成されたと考えております。 

 このようにテロ撲滅に向けた国際社会の取組は正念場を迎えておりまして、特にアフガ

ニスタンの安定ということが言われますが、アフガニスタンと国境を接するパキスタンの

平和と安定は国際社会の重要課題であるという認識のもとに、我が国政府はフレンズ閣僚

会合を東京で開催し、それに続けてパキスタン支援国会合を世銀と共催しました。その場

にザルダリ大統領を招き、ザルダリ大統領ご自身から、パキスタン政府のコミットメント、

取り組む姿勢を引き出し、それに対する国際社会の結束した支援を表明する機会にするこ

とができ、非常に時宜を得たものであったと考えております。 

 特に、アメリカのオバマ政権が新しい政策を打ち出したこともあり、アフガニスン、パ

キスタンという不安定な地域を全体としてとらえて、これを国際社会が支援していくとい

う政策協調の面でも重要な機会になったものと考えております。 

 以上、簡単ですが、ご報告させていただきました。 

◎青山 ただいまの外務省からの説明に対して、ご質問等がございましたらお願いします。 

●大橋（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣの大橋です。お話は新聞などで承知して

いましたが、パキスタンは、前のムシャラフ政権の初期には閣僚に何人もＮＧＯ関係者が

入るといったような、ＮＧＯとの密接な関係があった一方で市民社会的スペースが小さく

て、いわゆるタリバナイゼーションでますますその傾向が小さくなっている。ある意味で

の階層社会で、一定の層のＮＧＯ層がおり、これをどう評価するか難しいと思います。し

かし私どものところへ報告していただけるので、相手の市民社会が健全であることが現地
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社会にとっても重要だと思います。特に何を注意すべきか、あるいは、今後もこういう協

力の中でＮＧＯとしてどうかかわっていくか、その可能性があれば、それをぜひご示唆い

ただき、協力を考えさせていただきたいと思います。もし何かあればご示唆をお願いしま

す。 

◎青山 ありがとうございます。ほかにありませんか。 

 よろしいですか。 

 それでは、今の大橋さんのご質問に対して、回答をお願いします。 

○佐藤課長補佐 パキスタンは、市民社会が脆弱であるということもあって、現地のＮＧ

Ｏの役割、市民社会の役割を強化することは重要です。特に、アメリカも民生支援が重要

であると言っておりますので、我々もその重要性は認識しています。しかしながら、今ご

指摘があったように、治安情勢が難しいこともあり、渡航情報等を勘案すると、日本のＮ

ＧＯが活動するにはなかなか厳しい状況にあると認識しておりますので、まずは現地のＮ

ＧＯを通じて草の根の活動を支援していくことは重要だと考えております。そういう意味

から、外務省が実施する草の根・人間の安全保障無償資金協力を活用して、現地のＮＧＯ

とも連携しつつ取り組みたいと考えておりますので、引き続き、日本のＮＧＯの皆様から

もお話を伺いつつ検討させていただければと思います。 

◎青山 ほかにご意見、ご質問がございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項（１）を終わります。 

 報告事項（２）は「平成22年度平和構築人材育成事業について」です。これも外務省か

らの説明があります。総合外交政策局国際平和協力室の中込室長からお願いします。 

○中込室長（国際平和協力室） 外務省国際平和協力室の中込でございます。本日はよろ

しくお願いします。 

 平和構築人材育成事業については、前にも若干ご説明させていただいたと思いますので、

本日は、ＮＧＯの皆さんにぜひ来ていただきたいと思っている平和構築基礎セミナーの話

を中心にご説明したいと思います。 

 まず、若干、おさらいしますと、今まで、平和構築人材育成事業は、最初は２年間、パ

イロット事業という形で実施してきまして、今年度から事業を大幅に拡充して、今までの

1.8億円の予算から3.2億円の予算になっております。コースも、今までは１コースだけで、

日本人15名、アジア人15名でしたが、そのコースは引き続き本コースとし、加えてシニア
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専門家向けコース、それから１週間の平和構築基礎セミナー等を開始するということでい

ろいろと事業が計画されております。 

 本コース、シニア専門家向けコースについては、一般の日本人から公募という形でオー

プンにしておりますので、こういうところで研修したいという方は、ぜひ前向きにご検討

いただければと思いますが、今まで我々がＮＧＯの方から少し伺ったのは、例えば、本コ

ースにしても、国内研修1.5か月、その後、海外実務研修１年間ということで、貴重な人

材をそんなに長く、その後はまたほかのところに行かれてしまうのは問題がある、なかな

か人を出せないというようなお話を伺っておりました。 

 それで、今回、平和構築基礎セミナーということで１週間、ＮＧＯで人を研修させたい

ということがあれば、出しやすいものです。次のページをご覧いただければと思いますが、

概要として、現役の公務員、ＮＧＯも含めて、平和構築に携わる業務に携わっている方、

あるいは、今後、平和構築に携わる可能性がある人、また、携わっていきたいという方を

対象に、平和構築に関する基礎的理解の増進を目指す日本語によるコースで、現時点では、

８月に１週間、東京で開催するということで予定しております。 

 募集は６月くらいから始めて、書類選考をしたいと考えています。公務員の方や民間の

方、ＮＧＯの方も含めて、ぜひ応募いただきたいと思います。官民のいろいろな方に来て

いただいて、充実した１週間のセミナーにしたいと考えております。１週間の研修科目と

して、ここに書いてありますように、平和構築についてのいろいろな論点、今こういうと

ころが問題になっているといったようなことで、今後、深く平和構築に携わる前の段階と

して有益な機会になるのではないかと思っております。こういうセミナーの募集を開始し

ますので、ぜひ、ＮＧＯの方々におかれましても、多くの方を派遣することも考えていた

だければありがたいと思っている次第です。 

 どうもありがとうございました。 

◎青山 ありがとうございました。ただいま、中込室長からご説明がありましたが、ＮＧ

Ｏの皆様からご質問、ご意見等、ありますか。 

●堀江（ジャパン・プラットフォームＮＧＯユニット） ジャパン・プラットフォームＮ

ＧＯユニットの堀江と申します。 

 今ご説明いただいた１週間のコースのＮＧＯの参加者ですが、これはどういった人とい

うか、例えば、海外での経験がある人なのか、あるいはＮＧＯでの経験はあまりないけれ

ども、興味があるとか、その辺のイメージをお聞かせいただければありがたいと思います。 
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○中込室長 これは、本コースやシニアコースに出たくてもなかなか出られないとか、あ

るいは、意欲はあるけれども、まだ平和構築のことがあまりよくわかっていないとか、そ

ういう意欲があって今後やってみようという方にぜひ来ていただきたいと考えております。

平和構築の専門家の方にとっては、やや基礎的なものになると思います。 

◎青山 ほかにご質問等はよろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして報告事項の（３）、「人間の安全保障基金の活用について」とい

うことで外務省から説明があります。国際協力局多国間協力課の石原事務官、お願いしま

す。 

○石原事務官（多国間協力課） 多国間協力課で人間の安全保障基金を担当している石原

でございます。私から、「人間の安全保障基金の活用について」の説明をさせていただき

ます。 

 「人間の安全保障」につきましては、皆さん方は大体ご存じだと思いますので、あまり

詳しくはご説明いたしませんが、お手元の資料の１.に書かせていただきました。まず、

「人間の安全保障」というのは、個人一人一人に着目し、人々が恐怖と欠乏から解放され、

尊厳ある生命を全うすることができるよう社会づくりを目指すという考え方です。さらに、

そのためにとるべきアプローチとして、大きく４点ございます。1点目は、「保護」と

「能力強化」、2点目は現場のニーズに即したボトムアップ・アプローチ。3点目は、人々

が相互に関連する複数の脅威に直面していることを踏まえた、包括的かつ分野横断的なア

プローチ。さらに、4点目として、ＮＧＯの方々、国連機関の方々にも関係しますが、国

や国連機関だけではなくて、地方自治体、ＮＧＯ、市民社会といった、援助に携わる様々

な方が連携する必要があるという全員参加型のアプローチがあります。 

 このような「人間の安全保障」を日本は外交の柱と位置付けており、日本のＯＤＡ拠出

に当たっても、「人間の安全保障」の視点に立った援助を行うことをＯＤＡ大綱に明記し

ております。そのようなことから、日本の支援はすべて「人間の安全保障」に資するもの

であることになります。その「人間の安全保障」の実現に特に関係するものとして、草の

根・人間の安全の保障無償資金協力がありますが、これ以外に、日本は国連に、人間の安

全保障基金というものを設立しております。これは1999年に日本の拠出で設置したもので、

これまで119か国・地域において194のプロジェクトを実施しています。 

 人間の安全保障基金というのは、申請主体は国連機関及び国連移住機関（ＩＯＭ）だけ

に限られており、ストレートに言うと、ＮＧＯの方々が直接の申請主体になることはでき
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ない形になっております。ただ、「人間の安全保障」というのは様々なアクターが、全員

参加することによって実現できるという発想に立っており、人間の安全保障基金の案件に

も当然ＮＧＯの方々が参加していただくことが重要になります。 

 これまで具体的にどういう案件を実施してきているかということですが、包括的かつ分

野横断的なアプローチということから、例えば保健や教育といった分野別のプロジェクト

ではなく、保健と教育、さらには紛争、場合によっては地雷や小型武器、さらには人身取

引や麻薬等、それぞれ組み合わせはその地域・国によって変わってきますが、それらの問

題に対して包括的に対処する活動を支援しております。 

 さらに、様々なプロジェクトにおいてＮＧＯの方々にも参加していただいておりますが、

残念ながら、日本のＮＧＯの方々に参加していただいた案件はほとんどないため、今回、

ぜひＮＧＯの方々にも人間の安全保障基金のプロジェクトに参加していただきたく、本日、

この場でご説明させていただいております。 

 予算額につきましては、実際に２.の（５）に書いてありますとおり、複数の国連機関

が実施する場合と１つの国連機関が実施する場合では額が若干異なります。複数の国連機

関が実施する場合には年250万ドルですので、例えば２年の案件では500万ドルになります。

１つの国連機関が実施する場合には年に100万ドルですので、仮に３年であればトータル

の額は300万ドルになります。 

 申請方法は、国連機関が国連人道問題調整部人間の安全保障ユニット（ＯＣＨＡ／ＨＳ

Ｕ）に申請することになりますので、国連機関がプロジェクトを策定します。ＮＧＯの

方々がプロジェクトに参加する場合には、そのことも明記した形で国連機関はプロジェク

トのコンセプトペーパーを作成し、国連のＯＣＨＡ／ＨＳＵに提出します。ＯＣＨＡ／Ｈ

ＳＵの審査を通ってから日本政府の審査を経るというプロセスになります。 

 人間の安全保障基金は、この審査プロセスが長いということで、国連機関の方々も含め

て不満が多かったのですが、この審査プロセスを簡素化しました。ガイドラインを改正し

てから１年位しかたっていないため、明確に審査プロセスに要する期間はこのくらいです

ということははっきりとは申し上げられませんが、実際にコンセプトペーパーを申請して

から、うまくいけば６か月後くらいには最終承認ができるような形に進めようと考えてお

ります。 

 プロジェクトの中身を細かく照会する必要があったりすると若干時間がかかったりしま

すが、大体６か月位、かかっても１年位で最終承認してディスバースできるように進めた
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いと考えております。 

 実際にＮＧＯの方々がどういう形でこのプロジェクトに参加できるかということですが、

実際に申請する主体が国連機関ですので、まず現地の国連機関にＮＧＯの方々が実施され

ているプロジェクトについてお話をしていただくことが重要になります。それぞれのＮＧ

Ｏの方々については、専門性があるかと思いますので、その専門性を生かした分野で活動

している現地の国連機関の事務所とお話をしていただく。例えば地雷であるとかＨＩＶ／

ＡＩＤＳであるとか、そのような専門性を持っている分野でどういう活動ができるのか、

その過程で国連機関とどういう形で協力できるのかということのお話をしていただいて、

そのプロジェクトの中で実施機関として参加していただくという形になります。 

 人間の安全保障基金につきましては、国連の機関が実施することになりますので様々な

形で人間の安全保障基金の申請プロセス、事業の紹介をしてきていますが、必ずしも現地

の国連機関の事務所が十分にそれらを知っているかどうかというと、それは、人によった

り、事務所によったりするのが現状です。さらに、日本の大使館についても、よくスキー

ムを知っている担当官もいれば、あまり知らない担当官もいるというのが現実です。この

ような現状を踏まえて、多国間協力課、さらに国連としても、国連機関、大使館に人間の

安全保障のスキーム、またプログラムを積極的に紹介しきており、日本のＮＧＯの方々も

できるだけ参加できるような形で進めるように話を持っていきたいと思いますので、特定

の地域・分野等でご関心があれば、大使館さらには現地の国連機関の事務所にお話をして

いただいて、案件形成をしていただければと思います。 

 私からは以上です。 

◎青山 石原さん、ありがとうございました。人間の安全保障基金の活動について、ご質

問等がございましたらどうぞ。 

●野田（名古屋ＮＧＯセンター） 名古屋ＮＧＯセンターの野田です。ご説明をどうもあ

りがとうございました。「人間の安全保障」ということで、これは私たちＮＧＯにとって

も大変関心が高いところですし、また、外務省さんをはじめ、日本政府が推進されている

ことは大変すばらしいことだと考えております。 

 そこで、一つお願いしたいことがあります。「人間の安全保障基金」のプロジェクトに

参加するにはということで、「ご関心があれば」という紹介のされ方だと思いますが、ご

存じのとおり、「人間の安全保障」は、一人一人の安全に関する場合、やはり草の根のア

プローチが必要だと思います。そのときに外務省の皆様からもお認めいただいていると思
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いますが、ＮＧＯというのは「人間の安全保障」へのアプローチにはかなり優位性があり

ますし、専門性もあると思っています。「ご関心があれば」ということから、もう一歩か

ら踏み込んでいただいて、これはせっかく日本が一生懸命につくられた基金なので、そこ

でより積極的な形で国連機関に対してＮＧＯの参加を促す、ないしは、「日本で、こうし

た分野、こうした国で専門性があるＮＧＯがいますから、ぜひこうしたプロジェクトで一

緒に協働してはどうですか」という形で国連機関に働きかけるのも一案かと思います。

「人間の安全保障基金」においてより積極的にNGOとの連携を推進するという点、どのよ

うにお考えでしょうか、ご教示ください。 

◎青山 ほかに質問はよろしいですか。 

 では、石原さん、よろしくお願いします。 

○石原事務官 ご質問、ありがとうございます。まさに、「ご関心があれば」という言い

方は不適当だったかもしれません。我々としては、ぜひ、日本のＮＧＯの方々に参加して

いただきたいと考えております。実際、ＮＧＯの方々、あるいは、大使館から、こういう

ＮＧＯが活動をしているが、「人間の安全保障基金」で支援はできないかというような照

会がなされます。審査プロセス上は、国連機関が国連本部のＯＣＨＡにプロジェクトの申

請提出を行うのですが、実際には、そのような話があれば、私の方から、こういう形で連

携できるのではないかという話をしています。ただ、これはプロセス上には存在しないの

で、これをやりますとはなかなか言いづらいところがありますが、実際上は、できるだけ

参加していただきたいということで、大使館を通じて国連機関に話をしていただくといっ

たようなアクションをとらせていただいております。 

 「ご関心があれば」とは申し上げましたが、実際に活動されている地域でぜひこのよう

な活動を行いたいということがあればもちろんサポートしますし、そうでなくても、こう

いうＮＧＯの方々が活動をしているということは大使館を通じて国連機関とも情報を共有

して、積極的に案件を形成していただきたいということを伝えようと思っております。 

●野田 大変力強いお言葉をありがとうございます。基本的には、そうした形でのＮＧＯ

の参画をサポートしていただいていると理解しております。 

 現地ベースでは、大使館になろうと思いますが、例えば日本で人間の安全保障基金プロ

ジェクトへの関心表明はどうしたらいいでしょうか。 

○石原事務官 人間の安全保障基金の支援を得たいということであれば、多国間協力課に

連絡をいただければと思います。もちろん、民連室とも情報共有させていただきたいと思
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います。 

◎青山 ほかに質問等がございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項（４）に移らせていただきます。「ＮＧＯとの合同評価について」

ということで、米山さんからご説明があります。 

 農業・農村開発協議会に所属しておられまして連携推進委員の米山様からお願いいたし

ます。 

●米山（農業・農村開発ＮＧＯ協議会） 農業・農村開発ＮＧＯ協議会、通称ＪＡＮＡＲ

Ｄの代表を務めております米山と申します。 

 今回、ラオスでの基礎教育分野に関する調査を行いました。これは、調査期間は2000年

度から2007年度までのラオスにおける基礎教育分野ということで、日本が行っている援助

が効果的・効率的に実行されているか、その提言を抽出していくということで、協力・連

携も含めてＯＤＡの方向性を導くことが目的で実施しました。 

 今回の調査では、ＯＤＡ有識者が第三者評価の枠組みとしてＮＧＯ代表と合同で実施さ

れたという初めての試みでもありました。ＯＤＡ評価の有識者からは池上委員、ＮＧＯの

代表として私とＣＳＯネットワークの黒田さんに参加していただきました。また、アドバ

イザーとして大阪大学の乾さんに参加していただきました。あと、コンサルタント、ＩＣ

ネットの株式会社、調査分析情報収集についてはコンサルタント、ＪＯＩＣＥＦの西田さ

んにも加わっていただいてまとめることができました。 

 これは、2007年からの評価を行ったわけですが、具体的には、８月にその会を立ち上げ、

都合５回の検討会を設けて実際に行いました。10月に現地調査が10日間ほど行われました

が、それ以前に国内調査を９月、10月、国内の関係期間、外務省をはじめＪＩＣＡ、ＮＧ

Ｏに対していろいろな質問、インタビュー調査を行いました。これはかなり精力的に行い、

いろいろな関係機関の方々には本当にご協力いただいて実施されたものではないかと思っ

ております。それから、現地調査も、私は同行できなかったのですが、現地の日本関係の

機関、日本大使館、ＪＩＣＡ等々のラオスの事務所、それからラオス側の関係機関、あと

は、ユニセフをはじめいろいろな機関、オーストラリアエイドとかアジア開発銀行、世銀、

その他が入っております。あとは、具体的に日本が現地ラオスで活動しております（特

活）国際協力NGO・IV-JAPAN、（社）シャンティ国際ボランティア会、（特活）ラオスの

こども、このＮＧＯ３つを集中的に取り上げて現地調査を行ってきました。そのほか青年
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海外協力隊の方々、個別の専門家等にも参加していただき、具体的な聞き書き調査、デー

タの収集を行いました。 

 この調査報告につきましては、いろいろなデータを現地から集めて分析したのですが、

かなり時間を要しました。今、皆さんのお手元に回っているかと思います。あるいは、入

り口にも評価の報告書が置いてありますが、これも最近で出来上がったもので、かなり心

血を注いだといいますか、分析をしっかりされたものであると思っております。 

 具体的に提言等もここの中に書かせていただいておりますが、援助強調の流れの中では、

日本とラオス政府との政策協議を進めて、具体的には進捗しているのですが、日本の支援

の経験や強みが、まだまだそう十分に共有されていない、十分に理解されていないのでは

ないかという課題もあるかと思います。 

 また、事業分野の中では、ＯＤＡとＮＧＯとの連携については、ターゲットもしっかり

絞られて、貧困層を対象にしたり、遠隔地を対象に具体的に行われていると思っておりま

す。こういう地道な活動が基礎教育改善に、グッドプラクティスという形で出ていること

と評価できることであると思っております。ただ、ＮＧＯ側にとっても、現地の、特に国

際関係機関との連携等十分に進んでいるというわけではありません。これは日本側のＮＧ

Ｏの能力の問題もありますし、そういうことを含めると、ＮＧＯにとっても課題が多いこ

とかと思います。多くの教訓を得られた評価ではないかと考えております。 

 ぜひ一度この評価報告書をお読みいただければと思います。ひとつよろしくお願いいた

します。 

 それから、課題も幾つか挙がっておりますが、これについては大橋さんからということ

で、私からの報告を終わらせていただきます。 

◎青山 ありがとうございます。今の米山さんの報告に対して、いかがでしょうか。補足

か何かありますか。 

 それでは、大橋さんから何かご意見等ありますか。 

●大橋 ＪＡＮＩＣの大橋です。 

 本件につきましては、実はいろいろな経緯がありまして、いろいろなところで少しずつ

ボタンがかけ違ったようなところがあって、評価してくださった方やそのレポート自体に

問題があるというわけではなくて、そのプロセスで、もう少しお互いの了解をはっきりさ

せたら良かったなということがあります。 

 簡単に言うと、こういうことを実施した背景は、もともとは外務省とＮＧＯの合同評価
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を過去に何年か繰り返してきた。しかし、昨年度からそれがなくなったために、昨年度は、

ＯＤＡ評価有識者会議とＮＧＯが合同するという合同評価形式に変わりました。その成果

物として出たものですが、そのように形が変わったために、少しずつボタンが食い違った

ということがあったように思います。 

 私どもは、実は、本日の午前中、評価室長とＮＧＯ大使と私ども関係者で話し合いをさ

せていただきました。さらに私どもとしては、今後とも、できることならＮＧＯとＯＤＡ

の合同評価はぜひ続けていただきたいということが、先ほどのNGOの事前打合せ会の中で

も確認されました。ただ現実に、予算上その他の問題があって大変難しいことがあるとい

うことなら、私どもとしては、そういうものをなるべく制度化してもってきていただきた

いが、できないなら、実質的にＮＧＯが評価のプロセスに、外務省が行う、あるいは、外

務省が第三者に委託する評価のプロセスの中にＮＧＯが積極的に関与できるようにご配慮

いただきたい、ということをお願い申し上げるということで一致しております。 

 言うだけは簡単だろうとおっしゃるかもしれませんが、そういうことで、なるべく制度

化もしていただきたいですが、困難であれば、実質的な確保をよろしくお願いしたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。 

◎青山 ただいまの大橋さんのご発言について、外務省の側から何かご意見がありますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、ほかの皆様から、合同評価について何かご意見がございますか。 

●野田 一言だけ補足します。 

 私自身は、ＯＤＡ評価有識者会議のメンバーとして鋭意かかわらせていただいています

が、ＯＤＡ評価有識者会議の中でも、この合同評価に関する議論もなされました。細かい

議論は割愛させていただきますが、いずれにしても、ここで確認させていただきたいこと

は、日本の国際協力全般を考えたときに、評価は極めて大切であり、外務省さんもＮＧＯ

も共通認識であるということです。 

 従いまして、ＮＧＯ・外務省連携を考えていく上で、また、いわゆる「オールジャパ

ン」の日本の国際協力において、後で出てくるようなＮＧＯ連携無償等の実施の部分だけ

ではなくて、Plan Do Check Actionの評価の部分においてもＮＧＯの視点を入れていくこ

とは大事であるということです。 

 NGOのODA評価におけるかかわり方については、先ほど大橋理事長からご発言がありまし

たが、様々な制度化ないしは、もう少しフレキシブルな形もあるかもしれません。いずれ
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にせよ、ODA評価有識者会議でも議論されている通り、ODA評価にＮＧＯの視点を入れて評

価をしていくことの有用性は確認できるのではないかと思います。 

 以上です。 

◎青山 ありがとうございます。ほかにご発言ありますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、これをもちまして（４）の報告事項を終わりたいと思います。 

 報告事項（５）に移ります。「ＮＧＯによる緊急援助スキームについ」です。これはＮ

ＧＯの皆様から、外務省に対して説明をいただきたいということで提起があったものでご

ざいます。外務省から、国際協力局無償資金・技術協力課の加藤補佐と民間援助連携室の

飛林外務事務官の２名で説明を行います。よろしくお願いします。 

○飛林事務官（民間援助連携室） 民間援助連携室の飛林からご説明させていただきます。 

 「緊急無償について」ということで今回ご提案いただきました。ＮＧＯの皆さんに、緊

急人道支援活動、緊急支援活動に対する資金供与協力に対する考え方について、現状の考

え方をご説明させていただきます。 

 緊急無償は、実はコミュニティ開発支援無償もそうですが、ＮＧＯの皆さんから、ＮＧ

Ｏに直接資金供与する形に制度変更してほしいというご要望は、これまでも非公式にもご

ざいましたが、現時点では、そうしたことは考えていません。緊急無償につきましては、

ご提案いただいた「議題提案の背景」にもありますように、2000年から２年間、緊急無償

の中からＮＧＯの皆さんに直接供与する形でＮＧＯ緊急活動支援無償を加えました。ただ、

こちらは、現場のニーズに必ずしもそぐわない、ありていに申しますと、使い勝手が悪い

ということで、ジャパン・プラットフォームが設立される一つの経緯にもなったと理解し

ております。 

 現在では、緊急人道支援活動を行う、ＮＧＯの皆さんを支援するためのスキームとして

ジャパン・プラットフォームもありますし、ＮＧＯ緊急活動支援無償のスキームはほぼそ

のままＮＧＯ連携無償のほうに引き継がれて、ご存じのとおり、ＮＧＯ連携無償の中に緊

急人道支援という事業分野が一つございます。我々としては、これらの中で対応したいと

考えておりまして、これらに加えて、さらに緊急無償の中に、ＮＧＯの皆さんに直接資金

供与するスキームをつくることは、これまでの経緯もあり、私どものほうで（重複するス

キームを）幾つかつくることになってしまいますので、そういうことは現在は考えていま

せん。 
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 その中で５か年計画にも言及がありますが、５か年計画は、基本的に、これまでＮＧＯ、

連携無償等、ＮＧＯの皆さんに直接資金供与する形のスキームのほかに、ＯＤＡ本体と

我々は呼んでいますが、二国間や国際機関経由で行っているＯＤＡスキームの中に、さら

にＮＧＯの皆さんに関与・参画していただけないかということを促進するための計画です。

先ほど、多国間協力課の石原事務官からお話がありましたが、人間の安全保障基金もひょ

っとするこの文脈でとらえることができるかもしれません。コミュニティ開発支援無償に

ついても同様でございます。 

 さらに、この後、討議事項等にもありますが、Ｎ連及び環境支援活動に関する意見交換

をさせていただきますが、ＮＧＯ連携無償につきましては、現在、便宜的に委託型と呼ん

でおりますが、現在あるＮＧＯ連携無償に加えて、さらに何か違う形の連携スキームがで

きるのではないかということで現在考えているところですので、現在のＮ連、現在のジャ

パン・プラットフォームで皆さんの活動に何か支障があるようでしたら、その中の議論で

意見交換していけたらと考えております。 

 私からは以上です。 

◎青山 飛林さんから説明がありましたが、よろしいですか。 

 それではＮＧＯの皆さんから、今の説明について質問、意見等がありましたらお願いし

ます。 

●宮下（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン） ありがとうございます。セーブ・ザ・チ

ルドレン・ジャパンの宮下と申します。よろしくお願いします。 

 まず、ご説明いただきまして、どうもありがとうございます。現状の状況ということで

理解しましたが、中長期的、今後の方針としてどのような方向に向かうというか、議論の

余地があるのかどうかお伺いしたいと思います。 

◎青山 ほかにご質問ありますか。 

●堀江 ジャパン・プラットフォームの堀江です。 

 １点、事実関係として、確かに2000年にＮＧＯ緊急活動支援無償が加えられましたが、

ジャパン・プラットフォームの資金は、その時点では、実際には無償課のお金でした。民

間援助連携室のお金ではなかったと。そこが、実はプラットフォームの新しさであって、

無償課のお金をダイレクトにＮＧＯが使えるところに新しさがあったのですが、いつの間

にか、ＮＧＯもわからないところで、当時、ＮＧＯ支援無償が新設されて、そこに統合さ

れてしまっていたという事実があります。ＮＧＯ側としては、できれば、そこだけにとど
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まらずに、本来の緊急無償にもアクセスできるような体制にできたらいいなというところ

で、プラットフォームでは考えていました。ただ、それがいつの間にか、ＮＧＯ連携無償

だけのお金になってしまっているという背景がありますので、そこら辺は事実関係として

確認したいと思います。 

◎青山 ほかにはよろしいですか。 

 それでは、外務省からお願いします。 

○飛林事務官 まず第１点目のご質問にお答えしたいと思います。 

 慎重に答えざるを得ないのですが、中・長期的なものを含めても、我々として５か年計

画をさらに推進したいと考えておりまして、ＮＧＯの皆さんに直接供与するというスキー

ムをＮＧＯ連携無償以外でつくることは、当面、中・長期的な課題としても考えていませ

ん。むしろ、堀江さんからありました無償資金協力課が持っている、いわゆるＯＤＡ本体

と言っているスキームに参画していただけるようになっていただけるといいのではないか

と考えております。 

 もう一つは、堀江さんからいただいた質問に関係しますが、その上で、ＮＧＯ連携無償

の予算も増えていけばいいなと考えております。宮下さんからご提起いただいた緊急無償

についても、背後に控える予算が大きなものを回してほしいというご趣旨かもしれません

が、これは非公式な意見交換等で言っておりますが、ＮＧＯの皆さんに直接資金供与でき

る形の予算は、10年前から比べて相当程度増えていると思っております。昨年度につきま

しては、20年度の当初予算の28億円では、ジャパン・プラットフォームの拠出金、ＮＧＯ

連携無償をあわせると足りなくなり、プラス１億円を使っておりますが、数年前までは若

干余っていたという状況がございました。今後、ＮＧＯの皆さんがＮＧＯ連携無償等を活

用していただいて、予算が足りなくなるということでしたら、それは（無償資金協力を統

括する）無償資金協力課と協議していきたいと考えております。 

 また、ＮＧＯ連携無償の予算が限られているということについては、草の根・人間の安

全保障を活用できるようにという要望もあり、予算が制限されているような印象をお持ち

のようですが、今までは予算としては必ずしも活用されてこなかったという点、それから、

恐らく、緊急無償へ、ＮＧＯ緊急活動支援無償の予算を、ＮＧＯ連携無償の予算に統合し

たと考えていただいても、現在は当初よりも相当程度予算が大きくなっているということ

でございます。 

◎青山 さらにご意見がございますか。 
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 外務省からもよろしいですね。 

 それでは、この議題を終わりたいと思います。 

 続きまして、報告事項（６）に入ります。「５カ年計画推進チームの立ち上げと進捗状

況について」ということで、連携推進委員の今西さんからまずご報告があります。お願い

します。 

●今西（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会の今西でございます。ありがと

うございます。 

 この５か年計画推進チームにつきましては、前回の連携推進委員会で、一応、設置して

行っていくということを受けまして、外務省・ＮＧＯの何人かの代表で進めていくことに

なりました。そして、この推進チームの中での議論等については、この協議会で報告し、

また、協議会からいろいろなコメントやインプットをいただきながら進めていくことにな

っておりますので、それに基づいて今回ご報告させていただきたいと思います。 

 ５か年計画推進チームの第１回会合を４月10日の金曜日に開催させていただきました。

その際に確認し合ったことは、前回の連携推進委員会でＮＧＯ側から提案させていただき

ました推進チームのＴＯＲについて確認させていただきました。 

 それと、私はＮＧＯ側からということで今回はご報告させていただいておりますけれど

も、この推進チームはあくまでも外務省側、ＮＧＯ側、両者で構成されておりますので、

私の報告に、後ほど、外務省側からも補足のコメントがありましたらよろしくお願いいた

します。 

 その４月10日の会合ですが、チームのＴＯＲの確認をさせていただきました。これにつ

いてはほとんど、前回の推進委員会で提案させていただいた内容と変わらなかったので今

回は割愛させていただきますが、同意事項として、我々、このあと討議される意見交換会

等、今後、外務省とＮＧＯ側の会合を調整していく意見交換会などについては東京開催に

なることが多いので、地方のＮＧＯの声を吸い上げるように努める。それから、この推進

チームについては、５年計画にあるそれぞれの項目の、いわゆる数値目標を決めて、それ

をいちいちチェックしていくということではなく、大きな項目ごと、例えばＯＤＡ事業の

参画の促進、あるいは、ＮＧＯのキャパシティ・ビルディングの促進等々の大きな項目ご

とに進捗状況なりを検討していく、あるいは、必要に応じて、例えばＮＧＯの参画事業の

拡充、無償資金協力へのＮＧＯの参画機会の拡充等々について、達成状況をお互いに確認

し合いながら、問題がある場合、課題がある場合は、その解決策を出すように、このチー
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ムが話し合って決めるのではなくて、その解決策をどのようにファシリテーションしてい

くということを確認させていただきました。 

 その中で、既にこのチームの発足前に、この５か年計画にかかる項目の中で、先ほどか

ら少し名前が出ていましたが、コミュニティ開発無償へのＮＧＯの参画について、既に勉

強会等を開催していただいていましたので、これについて今後どうするかということも話

し合いました。これについては、１月に行われた説明会、勉強会の後で、一部興味がある

ＮＧＯからの外務省さんへのコンタクトがあるといったところがシェアされまして、今後

については、このコミュニティ開発無償に関心がある団体と外務省の無償資金協力課ある

いは技術協力課とのミーティングをセットする必要があるのではないかということも確認

されておりますが、それについては具体的な日程が決まっているとは聞いていませんので、

その辺は今後調整していくことになると思います。もし、何かご計画がありましたら、あ

わせてご紹介いただければありがたいと思います。 

 あと、ＮＧＯ連携支援無償、ＮＧＯの活動環境整備支援事業については、この後の討議

事項にありますので、そこでいろいろ意見交換させていただきたいと思いますけれども、

この推進チームとしては、これに先立ち、４月２７日に意見交換会をさせていただいて非

常に有意義な話し合いをさせていただきました。それに基づいて、本日この後、さらに議

論が活発になればいいかなと考えております。 

 また、この５ヵ年計画の中で、我々として一つ留意しなければならない点として、先ほ

どのコミュニティ開発無償も含めて、昨年のＪＩＣＡ、ＪＢＩＣの統合によって新生ＪＩ

ＣＡが昨年10月から発足していますが、多くの無償資金協力事業をＪＩＣＡが直接実施す

る形になっていますので、先ほど言った、この５か年計画の大きな課題であるＯＤＡ事業

へのＮＧＯの参画促進という面では、直接関係してくるＪＩＣＡとの調整、話し合いも十

分に行っていかなければいけないと思いますが、この連携推進委員会あるいはその５か年

計画推進チームという枠組みとは別に、ＮＧＯとＪＩＣＡには、ＮＧＯ・ＪＩＣＡ協議会

というものもありますので、この２つの、外務省とＮＧＯの話し合いの場、それからＪＩ

ＣＡとＮＧＯとの話し合いの場という２つの場がある中で、ＪＩＣＡが今後実施していく

先ほどのコミュニティ開発無償等の無償へのＮＧＯの参画、それから、昨年からもう始ま

っていますが、提案型プロジェクト形成事業へのＮＧＯの参画、あるいは、以前よりＪＩ

ＣＡが行っている技協へのＮＧＯの参画についての議論は、この２つの関係の中でうまく

調整を図っていくことが必要ではないかと思いますので、本協議会でも、進め方について
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何か提案あるいはサゼスチョン等がありましたら、よろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

 先日の４月27日に、ＮＧＯ連携支援無償、環境整備事業については意見交換会を行わせ

ていただきました。環境整備事業については、来年度予算等について外務省でも検討しな

ければいけないということもあって、本日のこの後の意見交換会がかなりその内容に影響

することになるのではないかと考えております。ＮＧＯ連携支援無償については、この後

の意見交換も含めて、引き続き意見交換を行っていく場を続けていただけたらと思ってお

ります。 

 また、そのときに、本来であれば、この連携推進委員会の前までにもう一度、外務省と

ＮＧＯの代表とのメンバーで打合せをしたいという意見も出ていたのですが、双方いろい

ろと都合がありまして、それが持てていませんので、きょうの皆様からのインプットなり

を踏まえて、今後、この連携推進チームとしてどのように今後の５か年計画を推進してい

くかということを詰めていかせていただきたいと思っておりますので、引き続きよろしく

お願いしたいと思っております。 

 以上です。 

 補足等がありましたらよろしくお願いいたします。 

◎青山 今西さん、ありがとうございます。 

 それでは、外務省のほうから補足意見等がありますか。 

 よろしいですか。 

●大橋 ＪＡＮＩＣの大橋でございます。大体の報告事項が終わったところで、差し戻し

になりますが、ＮＧＯとの合同評価について、先ほど私からお願いを、私どもの委員の打

合せの結果として、朝にも外務省の評価室とNGO大使に少し申し上げたことです。その方

向性として、いろいろな形で外務省がなさるＯＤＡ評価について、ＮＧＯの参加の可能性

を探ることに関して、基本的に了解していただいているかどうか、お答えいただけると大

変ありがたいのですが、いかがでしょうか。 

◎青山 （４）の合同評価の議題についてですね。評価室の畠室長、お願いします。 

○畠室長（評価室） 評価室長の畠です。 

 おっしゃるとおり、いろいろな経緯があって、我々も悩んできました。過去には、共同

評価、合同評価というものがありましたが、やはり時代の趨勢で、評価は何のためにする

か、要するに、国民に対するアカウンタビリティ、それから、ＯＤＡ事業そのものの効率
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性を上げるという２つの目的があります。そのために、外務省あるいはどこかの政府機関

が、内部評価の形で手前みそで行っては意味がないわけで、そこを有識者会議という、９

人の先生方によって構成される第三者にお願いして実施しております。 

 したがいまして、平成20年度につきましては、その有識者会議のメンバーと、そこにＮ

ＧＯの視点をさらに加えるということで、名称につきましては若干語弊がありますが、合

同という形でさせていただきました。本来、有識者会議の９人のメンバーの中に、既に野

田先生がＮＧＯ代表として加わっていただいておりますので、そもそも外務省が行うあら

ゆるＯＤＡ第３者評価についてＮＧＯの視点が加味されているという理解ではあります。

ただ、今後の問題ですが、要するに、すべての評価対象にＮＧＯの特別な参加、オン・ト

ップ・オブの参加をお願いできるかどうかはまた別の問題があるかと思います。 

 双方にとって、あるいは、国民にとって有益な視点が得られる、評価結果が得られると

いうものについては、ご指摘いただきましたように、十分に配慮して、そういう機会をつ

くっていきたい。その場合には、有識者会議という本来のスタイル、ですから、昨年度行

ったラオスの教育分野のスタイルをひな型にして、さらに、「合同」という言葉は使えな

いかもしれませんが、ＮＧＯ参加型の機会をつくっていきたい。そういうマインドで進め

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

◎青山 よろしいでしょうか。 

 以上、報告事項を終わりますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項はすべて終わりました。討議事項に入りたいと思います。 

 ４月27日の意見交換の報告とＮ連及び環境整備事業に関する意見交換ということで、ま

ずＮＧＯの皆様からご発言があるということですので、５か年計画推進チームのメンバー

でＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会の稲葉さん、よろしくお願いします。 

●稲場（ＧＩＩ／ＩＤＩ懇談会） お時間をいただきまして、ありがとうございます。 

 こちらの討議事項ですが、45分くらい時間があると思いますので、ＮＧＯ活動環境整備

支援事業とＮＧＯ連携無償の２つがありますので、それに関して、４時半ころをめどにＮ

ＧＯ活動環境整備支援事業の討議、それ以降、４時50分から55分くらいまでの間、ＮＧＯ

連携無償に関する討議という目安で進めさせていただくということでよろしくお願いしま

す。 

 最初に、ＮＧＯ活動環境整備支援事業ということで、こちらは議事次第の配布物にも資
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料のコピーをご用意いただき、どうもありがとうございます。こちらをご覧いただきなが

ら、アンケート結果と分析ということでご説明させていただければと思います。 

 このＮＧＯ活動環境整備事業については、これを何らかの形で改革して、そして来年度

予算に反映すると。そのためには、この４月もしくは５月くらいで、ある程度どういう方

向かということについてしっかりと絵が描けなければいけないとお伺いしておりまして、

４月27日に意見交換会を開き、さらに、ＮＧＯの意見集約が必要であるという観点から、

ＮＧＯとしてアンケートをさせていただきました。本日は、このアンケート結果をもとに

意見交換ができればと考えております。 

 私の説明時間はなるべく短くして討議にはいていればと思います。 

 まず、アンケートの趣旨は今のような形で、あるべき改革の方向性を探ることです。ア

ンケートについては、５ヵ年計画推進チームのＮＧＯ側の委員で質問を作成しまして、そ

れを民間援助連携室で確認いただいた上で、各ＮＧＯに提起しました。関係ＮＧＯのネッ

トワークを通じてアンケートへの回答を依頼したのですが、回答数は26回答、うちネット

ワーク系の団体がかなり回答してくださっていますので、基本的には、地方のネットワー

ク系のＮＧＯが、地方のＮＧＯの意見を取りまとめてくださっているのではないかと思っ

ております。もう一つは、実施系のＮＧＯが19という形になっております。 

 このアンケートですが、日本のＮＧＯはたくさんありますので、そういう意味では、回

答していない団体もかなりあるということで、本当に完璧なものかというと、若干難しい

かもしれません。もう一つは、インタビューとかフォーカス・グループ・ディスカッショ

ンという方法で行っていないので、完璧さに関しては若干の問題があるかもしれませんが、

迅速な調査という意味では一定の有用性があるのではないかと私どもとしては考えており

ます。 

 その上でどういう結果が生まれたのかということについて、ＮＧＯ研究会、長期スタデ

ィ・プログラム、ＮＧＯ相談員、専門調査員、その他の制度ということで５つに取りまと

めました。 

 ＮＧＯ研究会は、分野別ＮＧＯ能力向上プログラムという形に今年は再編されたかと思

いますが、これに関する分析結果として、基本的に、こちらの中身として、主に在京の実

施系の団体を中心に、実施能力向上のためのテーマ設定で行われているのが現状であると

いうことで、逆に、地方の団体は、実施・参加とも低調にとどまっているということがあ

るかと思います。その中で、地方の団体からは、テーマ設定あるいは制度設計が東京中心
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であるという意見を若干いただきました。 

 一方、ＮＧＯ能力向上プログラムに関しては、専門性の向上、プロジェクトの実施能力

の向上、そしてＮＧＯの運営能力の向上というところに中心的なテーマを設定すべきであ

るということは、かなり多くのＮＧＯが認識されています。逆に言うと、より多くの、よ

り広い層、あるいは、国民一般の参加も促すようなシンポジウム企画であるとか、そうい

ったところにまで広げることに関しては、必ずしも肯定的ではない形になっているかと思

います。もう一つ、制度面での要望としては、テーマについてはＮＧＯの意見を募り、Ｎ

ＧＯの発意を尊重すべきであるという意見が多かったかと思います。 

 このような動向から導かれるビジョンとしては、基本的には、専門性、プロジェクト実

施能力、運営能力の向上を軸に、ＮＧＯの発意に基づくテーマ設定で行うことが妥当であ

る。また、様々なＮＧＯがある中で、ＮＧＯのより広い参加というものを促す必要がある

のではないか。もう一つは、地方の団体の参加を促進するような制度設計が必要ではない

かということで、これまでの実施の中では、例えば地方のＮＧＯに交通費などの補助をす

るという枠組みをつくるということも若干の案件では行われていたかと思いますが、それ

以上に地方の団体の参加を促進するような枠組みが必要になってくるのかなという感触が

あります。そうした分析結果になっております。 

 長期スタディ・プログラムは、昨年度から実施されている新しいスキームになるかと思

います。これについて、実際に派遣した団体は少ないのですが、派遣を検討した団体は一

定数あるということ、また、地方の団体も、応募は検討した団体が結構あるということで、

基本的には、この長期スタディ・プログラムについて、一定のニーズがあるのではないか

と思います。ただ、やはり中堅職員が例えば半年間抜けてしまうというような問題があっ

て、そうしたことはなかなか難しい団体が多いことも事実です。そういう意味で、一つは

制度の柔軟化を求める意見が多かったかなと思います。 

 今年から３か月の枠も設けてくださっているということで、一定の、いわゆる派遣期間

の短縮等に関しての柔軟性は出てきたかなという感じがしますが、柔軟性の問題として、

一つは、研修派遣時期の柔軟化、これはつまり、現状では年度初めに募集して、９月ころ

から６か月というような派遣時期がある程度固定してしまっているのかなと思います。こ

れに関して、例えば、いつでも申請できるような形でのスキームの柔軟化が考えられるの

ではないか。つまり、ローリング・ベース（＝申請期限を設けず、年間を通じて申請でき

る）の募集があり得るのではないかという意見もありました。もう一つは、国内の能力の
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高いＮＧＯに留学できるような、そうした国内短期プログラムといったものも、地方の団

体としてのニーズが高いのではないかという意見もあります。 

 そうしたところで、一つは制度の一層の柔軟化。国内派遣プログラムの導入。もう一つ

は、派遣時期の柔軟化。ここに書いてありますが、年間を通じた募集等、そうしたような

ことで制度の定着と裨益者の増大を目指す必要があるのではないか。これがアンケートの

分析結果かと思っております。 

 ＮＧＯ相談のほうに移らせていただきます。ＮＧＯ相談員については、在京・地方のネ

ットワーク団体、実施系団体、様々な団体が広く受託しているということで、一番積極的

に地方の団体に活用されている制度であるということでかなり肯定的な評価が多かったと

思います。その中で、幾つかのＮＧＯから出てきた意見として、一つは、相談件数以外の

指標も立てるべきであるということで、現在でも、いわゆる出前講座のような形で複数の

方法が提示されているかと思いますが、そうしたところをより重視したほうがいいのでは

ないかということ。あるいは、そうしたアウトリーチの部分に関して、開発教育との連携

をもっと積極的に位置付けるべきではないか。こういう意見が出ております。 

 基本的に、存続・発展をぜひしてほしいということ。もう一つは、特に地方のＮＧＯか

らは、ネットワークＮＧＯや地方ＮＧＯ重視の方向性を強く打ち出してほしいということ。

さらには、積極的にこれが活用されている観点から考えれば、このスキームにおける規模

の拡大や受託団体数の増大、そうしたことについても検討してほしいという意見が出てい

ました。 

 ＮＧＯ専門調査員に関する分析結果に移らせていただきます。専門調査員に関しては、

ＮＧＯ相談員に次いで広く活用されていて、よく認知もされているということですが、一

方で、相談員に比べて使いにくい制度であるという認識がかなりあります。そうした意味

では、より広い意味での組織・人材支援に変えていく必要があるのではないか。運営面な

ども含めて、より広い専門家派遣あるいは人材の支援という制度にして、そして受け入れ

団体に、現状では専門調査員個人に資金が来ていますが、受け入れ団体に資金を拠出すべ

きであるという意見が多数見受けられる形になっております。 

 そうした形で、基本的には、こちらの要望として、運営面も含むより広い範囲での人材

派遣を実施できるような制度に変えてほしいということ。また、資金拠出先についても、

団体に直接支出できるようにする。こうした改革をする必要があるのではないかという結

果が出ております。 
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 最後に、ほかの制度に関する分析結果ですが、そのほかの国際競争力強化、アカウンタ

ビリティ能力強化セミナー、あるいは、ＮＧＯ共同セミナーなどについて、一般的にＮＧ

Ｏ全体に十分知られていない印象がある。裨益経験があるＮＧＯも限られているというこ

とで、若干認知度が低いという感触があります。また、企業による受注が若干見受けられ

たわけですが、企業による受注に対する違和感が幾つかのＮＧＯからは表明されていまし

た。もう一つは、アカウンタビリティは重要な観点であるので、何らかの形で残す必要が

あるという意見もありました。 

 基本的に、別制度に統合していく方針は支持されていますが、一方で、これらのスキー

ムを廃止することによって資金が全体として減ることになっては困るという懸念も表明さ

れていました。いずれにせよ、より有効で、ＮＧＯへの裨益度の高い別制度への統合もく

しは新設をしてほしいということ。 

 もう一つは、特に共同セミナーとの関係ですが、海外からの招へいなどを支援する制度

に一定のニーズがある可能性がある。というのは、多くのＮＧＯが海外から人材を招へい

し、イベントを行った経験があると答えておりますので、そうしたスキームが一つ考えら

れてもいいのかもしれないという答えが出ているかと思います。 

 最後に、総論・今後の課題ですが、何らかの新設もしくは改革を行う場合に、次の５点

に考えてほしいということで、１つ目は、地方のＮＧＯの裨益度を上げること。２つ目が、

団体に属する個人の能力強化に加えて、組織全体の運営・実施能力の強化をしてほしいと

いうこと。３つ目が、プロジェクト実施もしくは団体の運営だけではなく、もう少し総合

的にいろいろな能力の強化を図れるようにしてほしいということ。４つ目が、ＮＧＯの発

意、ニーズを十分に生かすような制度化をしてほしいということ。５つ目に、制度の拡充

ということで、量的にも増やしてほしいということ。そうした５点の課題があるかと思い

ます。 

 アンケートについてはこのような結果になりましたが、こうしたことに基づきながら来

年度予算に反映させていだたきたいと考えております。 

 補足等がありましたらお願いします。 

◎青山 今西さん、ありがとうございます。ほかに補足等がございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、外務省のほうから、今の報告についてのご発言をお願いしたいと思います。 

○澤村事務官（民間援助連携室） 民間援助連携室で活動環境整備事業を担当しておりま
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す澤村です。 

 事業ごとに、不足している事項をわかりやすくまとめられたアンケート結果をいただい

て、ありがとうございます。今、こうした機会を設けさせていただく一番の理由は、来年

度の予算要求に向けて、方向性を早めに決める上で、広くＮＧＯの方々のニーズ、ご意見、

ご要望を徴してしておきたいという趣旨です。そうした意味では、５つの課題として、一

部回答がなかったところもあったというお話でしたが、幅広いご意見がこの５点に集約さ

れているということで、我々も検討をする上で分かりやすいものだと思います。 

 ただ、前回４月27日の意見交換の場でも申し上げましたとおり、これから複数のレベル

にわたって予算折衝を、省内、財務当局と重ねていく中で、多少変遷もして、当初私ども

が考えたとおりには、必ずしも12月末の予算大枠確定の時点にはならない可能性もあるの

で、そうした点では、なるべくご期待に添えることを希望しつつも、必ずしも確約できな

いという状況があります。いずれにしても、ご協力いただいて感謝いたします。 

 いただいたご要望、ご意見に関して、大きく分けると、予算要求面で検討すべきような、

予算の規模、制度の大枠にかかわるようなご要望と、あとは、より細かい、制度の枠内で

実際に運用面で反映すべきような事項に分けられると思います。例えば、相談員の規模や

団体数の問題は予算規模に直接関係するので、予算要求していく上である程度踏まえてお

く必要があるような事項です。それと同時に、専門調査員の、例えば受け入れ団体へ資金

が提供されるような制度にするとか、そうした面も予算要求時に反映すべき制度の根幹に

かかわるような事項だと思います。 

 まず、ＮＧＯ相談員の規模、委嘱内容を今後広げるかどうか検討する余地があるのです

が、現状、平成21年度の相談員の応募状況と実際の委託状況を踏まえると、数に関して、

数だけを増やすことをしても、それほど地方に裨益度が広がる形にはならないのではない

かという感触を持っています。今年に関しては、計19団体に対し、相談員を委嘱している

のですが、そのうち７団体が東京に集中しています。実際、東京以外に関しては、競争率

という意味でもそう高くなかったということもあって、受託団体数を単純に増やしても、

東京の相談員の集中度が高まるという課題があるかと思います。 

 ただ、例えば東京の中で、地域ネットワークのみならず、相談員は様々な専門分野に従

事する団体をそろえる必要性があると感じており、そうした意図が、単純に現行の地域割

ブロック毎に応募する形だと、必ずしも結果に反映されないという課題も感じていますの

で、来年度以降はその辺も工夫したいと考えております。 



 - 25 - 

 次に、専門調査員の話ですが、これは、例えば人材を受け入れる団体が資金提供を受け

る制度であれば、実質的には、恐らく、補助金・助成金に近い形になってしまうので、ご

承知のとおり、ＮＧＯを含めて公益法人、公益の団体に対する補助金・助成金は年々、予

算上厳しい目が向けられていて、民間援助連携室が主管するＮＧＯ事業補助金というスキ

ームに関しても年々逓減傾向にあることも考えあわせると、正面から、そうした趣旨の制

度で予算を獲得することは難しいのではないかという感触を持っています。 

 したがって、仮に人材を受け入れる団体が資金提供を受けるのであれば、ほかのＮＧＯ

の活動環境整備事業がそうであるように、外務省からの委託という形をとる必要がありま

す。したがって、そうした方向性も含めて検討したいと思っています。 

 その他、細かい運用面で検討すべき事項に関しては、ＮＧＯ研究会における、よりＮＧ

Ｏの発意を尊重したテーマ設定、あとは、地方のＮＧＯの方々が参加・実施団体となれる

ようなテーマ設定、こうした工夫や、あるいは一般国民参加型の公開性の高いシンポジウ

ム実施の是非、これらに関しては運用面で検討しいきたいと考えております。 

 長期スタディに関していただいたご意見についても、基本的にこちらも運用面での話に

なると思います。例えば、実施時期、応募時期の柔軟性については、長期スタディもほか

の環境整備事業と一緒に会計年度に縛られて単年度ベースで実施しているので、まず何が

起こるかというと、年度当初に実施事務局となる団体を選定し、その上でスタディ員を募

集して、選定のプロセスにある程度期間が必要であるということを考えると、実質的には、

年度の下半期、９月から３月くらいの間に最長６か月間の研修を実施していただくという

ことで、実施時期が従来硬直的になっていた課題がありますが、今年から３か月の研修を

導入したこともあって、会計年度下半期の中で、その３か月間をある程度柔軟に運用する

ことは可能になりますが、より幅広い範囲の中でそうした柔軟性を持った派遣期間の設定

ができるように、なるべく事務局選定とスタディ員募集のプロセスを早く開始できるよう

にといった取組をしたいと考えております。 

 その他の制度は、アカウンタビリティ・セミナー、海外ＮＧＯとの共同セミナー、活動

拡充のための調査・研究、そうしたものが含まれていると思いますが、まず「企業による

受注に対する違和感」というのは、従来であれば、ＮＧＯ研究会をＮＧＯに実質的に事務

局機能を担っていただくことになっていて、今年度からは、そのＮＧＯ研究会が、ＮＧＯ

によるテーマ別能力向上プログラムに改変されていて、例えば、その他の制度として挙げ

られている事業のうち、我々としても、必要があれば廃止・統合を検討している部分は、
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例えば、テーマ別能力向上プログラムで実施することにすれば、「ＮＧＯによる」という

冠、制度の大枠が付いているので、恐らく、ＮＧＯの方に受注していただけるようなスキ

ームになるのではないかと考えております。 

 あとは、ある特定の事業を廃止した場合、そうした支援事業の総額が減額になるのでは

ないかというご意見に関しては、基本的には、ある事業を廃止した場合、別のところにそ

の分の予算を振り分けるという方針で我々は予算要求を行うので、現時点でご心配いただ

くことはないと考えております。 

 とりあえず、以上です。 

◎青山 ほかに外務省側から補足等がありますか。よろしいですか。 

 それでは、今のご説明について、ＮＧＯ側からご質問、ご意見等がございますか。 

●稲場 どうもありがとうございます。 

 それでは、ほかのＮＧＯの方々、何かありますか。 

●藤野（関西ＮＧＯ協議会） 関西ＮＧＯ協議会の藤野でございます。 

 きょうは、ＮＧＯの方がたくさんおいでになっていますが、いわゆる地方というと関西

も地方になってしまうわけですが、その立場からの意見というよりも、これは内容的な話

になってしまうのですが、まず専門調査員に関してです。 

 関西ＮＧＯ協議会でも実際に受けたこともあります。実際に、調査員という形の設定で、

確かに我々は活用させていただいて役に立っている部分もありますけれども、これからよ

り広くという場合、調査員というと、どちらかというと後追いのような形で、これからも

っと私たちが力をつけたいという内容についてのものとなると、少し使いづらい部分があ

ります。それで、きょうも皆さんと事前の打合せをしたときに話に出たのは、ある種の指

導というか、我々に対していろいろ教えてくださる形の方が、調査員ではなくて指導員と

いうと言い方が違うかもしれませんが、専門家というか、そういうような方たちが来てい

ただくようなスキームというふうに、拡大というか、改善・改良していただけるとありが

たいかなという話が出ました。 

 そして、その話が出たときに、そうしたら、ＪＩＣＡさんのほうで、ある種、似たよう

な制度、これはこんなに長くの期間ではなくてもっと限定的な短いものですが、そうした

ものがあるということで、そことの比較、そことの合体がいいのかどうかわかりませんが、

外務省さんのスキームとＪＩＣＡさんのスキームとの調整というか、そうしたものも必要

ではないかという話が出ましたので、まずそこについてご検討の余地があるかどうか。Ｊ
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ＩＣＡさんとの絡みの部分についても、ちょうどＪＩＣＡさんいらしていますので、あわ

せてお聞きできればうれしいと思います。 

◎青山 ありがとうございます。 

 今の点について、いかがでしょうか。 

○澤村事務官 次時点での感触としては、ＪＩＣＡさんが期間の長短にかかわらず、そう

した趣旨のアドバイザー派遣制度を運営されている上で我々が重ねてその長期間バージョ

ンを設置することを要求しても、それはまず通らないのではないかという感触を持ってい

るので、相当工夫が必要ではないかと思います。 

◎青山 ＪＩＣＡの吉成さん、何かありますか。 

○吉成課長（ＪＩＣＡ） ＪＩＣＡの吉成と申します。 

 今、言及いただきましたＪＩＣＡが行っている専門家の支援制度がありますが、この支

援制度は、どうしても限られた短期間での運用ですので、そうした観点でも、まだまだ制

度の改善の余地が残っているかと思います。そういう意味では、外務省さんが行っている

制度とあわせて、メリット・デメリットそれぞれを分析して改善を加えていくという方向

で、今後とも引き続き検討していきたいと考えております。 

◎青山 ありがとうございます。 

●藤野 今のご説明、お答えも含めてですが、今十分満足しているかというと、必ずしも

そうではない。そして、調査員についても、もう少し使い勝手がよくなればいいかなと思

っていますので、今、似たようなものがあるから検討しませんよ、ということではないと

いうことで、全体に対してのお答えがいただけたらと思いますが、どうでしょうか。 

○川口室長（民間援助連携室） 今のご意見について、専門家派遣ということをおっしゃ

っていましたが、私どもは、もともと専門調査員はそういうものも含まれていると考えて

おります。ですから、単に調査だけではなくて、専門的な知識を持っていて団体さんに派

遣されて、そこでいろいろなアドバイスをその団体さんにされるということで、専門調査

員の業務の中にはそもそもそのことを想定しております。 

 そういうことを考えますと、先ほど申し上げましたように、ＪＩＣＡさんのほうで、そ

ういうアドバイザーというものは短期間ながら、きちんとありますので、重複したものを

別途設けることは、あえて避けたほうがいいと思います。整理しておいたほうが、逆に要

求もしやすいことになると思います。 

◎青山 ありがとうございます。 
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●野田 ありがとうございます。確認だけさせてください。 

 そうすると、名称としては、専門調査員という形になっていますが、実際の専門調査委

員のＮＧＯでの活動において、外務省として求める最終的な成果としては、調査の結果出

てくる報告書に限らず、専門調査員の活動によっていかに当該のＮＧＯの専門性ないしは

キャパシティが向上されたか、という点も重視して評価されるという理解でよろしいでし

ょうか。 

○川口 この専門調査員につきましては、見直しを検討していますが、ただ、人を何らか

の形で派遣するということは、相談員とは別ですが、この専門調査員に類するような形、

もしくは、ＮＧＯさんにとって有用な人を送り込めるようなものも含めて考えていきたい

と思っております。 

◎青山 よろしいでしょうか。 

 最初に稲場さんから提言がありましたように、まず活動環境整備事業について意見交換

を行ったわけですが、ほかにＮＧＯの皆さんからご意見がありますか。 

●野田 今、室長から人材のお話が出たので、その関連でＮＧＯ相談員について少し議論

させていただきたいと思います。 

 先ほどのご説明では、現状ですとNGO相談員は19団体、東京は７団体ということで、

「数を増やしても必ず地方に裨益しないのではないか」、というご認識があったと思いま

す。まず、私たちは少し違う考えを持っているので、なぜそのようにお考えになるのかと

いうことをお聞かせいただければと思います。その上で、意見があるので申し上げます。 

○澤村事務官 数の話に関しては、現状として、単純に全体の数を増やしても、応募する

上での基準設定の問題もあるかと思いますが、現状、例えば本年度の応募状況から考える

と、単純に採用枠を増やしても、そもそも応募自体が、地方からは採用枠を上回る数が来

ているわけではないので、東京の団体が多く採用される結果になるのではないかという認

識でご説明申し上げました。 

●野田 よくわかりました。 

 そうすると、この制度自体は、ＮＧＯとしては、率直に良い制度だと考えているので、

数は数として大事ですが、より質の部分で充実させていただければと考えますので、以下、

幾つか論点を申し上げたいと思います。 

 まず、先ほどのプレゼンの中にもありましたが、相談員の効果やいかにということです。

ともすると、相談が何件あったかということで単純な件数で評価しがちです。件数も一つ



 - 29 - 

の指標としては否定しませんが、当然のことながら、ＮＧＯの数が少ない地域ないしは国

際協力や市民の活動が相対的に活発ではない地域では、絶対数は少なくなります。しかし

ながら、そもそも、この制度の趣旨を考えると、ＯＤＡ大綱にあるいわゆる「国民参加型

の国際協力」を推進するという観点からは、むしろ、そうした地域にこそ、まだ活発では

ない地域でこそ盛り上げていくことが大事ではないかと思います。 

 したがって、１番目の具体的なご提案として、一つの評価の仕方として、数ではなくて、

例えば相談の質的な評価も重要ではないかということです。例えば、フィードバックシー

トのようなものを作成して、相談内容を、質的に評価できるようにすることです。例えば、

相談数が10件と１件だったとしても、その数だけみても、果たしてどちらがその地域にと

って、国際協力を盛り上げる上で役立ったか、ということは分かりません。極端な例です

が、たとえある地域で、ある週は１件だったとしても、それが今後のその地域における国

際協力において重要な相談事であれば、それはインパクトがあるわけですね。ですから、

そうした質の部分がわかるような形での相談員の評価も充実されてはいかがかと思います。 

 もう一つ。第2番目として、相談員の活動のアウトリーチも重要ではないかということ

です。相談員というのは、ご存じだと思いますが、たんに相談して終わりではありません。

実はそこからが非常に大切で、私どものように地域で活動していると、「これから何かや

りたいけどどうしましょう」、ないしは、「関心があるけどどうしましょう」、といった

相談がかなり多くあります。実際にそうした個人ないしはこれから活動しようとしている

団体さんのところに相談に行ったときに、こういう形で始めてみてはどうですかというこ

とを相談申し上げますが、そこからもう一歩踏み出すための方策が重要なのです。 

 例えば、相談にのったNGOが、自分たちが活動している団体をより市民に広く知っても

らうために、学習会や開発教育講座を開くなど、相談のもう一つ先にある、アウトリーチ

の部分に対しての拡充が不可欠です。これは予算がかかわることだと思いますが、いわゆ

る相談だけはなく、その先の地域のＮＧＯサポートもできるような形で、NGO相談員制度

を質的にもう少し拡充されてはいかがかと考えております。 

 以上２点です。ご検討いただきたいと思います。 

◎青山 ありがとうございます。 

 では、外務省のほうからお願いします。 

○澤村事務官 ご意見をどうもありがとうございます。 

 １点目に関しては、実質、相談の単純な件数ではなく、質も反映した評価ということは
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大変ありがたい貴重なご意見だと思いますので、検討させていただきたいと思います。 

 ２点目の、相談からさらにカウンセリングやアウトリーチの部分まで業務に含めて、そ

の分手厚くするということについては、恐らく、ＮＧＯ相談員イコール、ネットワークＮ

ＧＯや地方のＮＧＯではないこともあって、全てのＮＧＯ相談員に対し、こうした業務を、

東京の事業実施型の団体さんも含めて委託することは、ハードルが高いのかなという気が

しています。もしかすると、地方のネットワークＮＧＯに特化してこうした業務を委嘱す

る場合、別枠の制度を新たに検討する必要があるかと思います。そうなると、困難度が少

し増すのではないかという感触を持っています。 

 以上です。 

◎青山 外務省からほかによろしいでしょうか。 

 野田さんがご指摘の点は、数だけではなくて、質という点につきましても、毎月のよう

に各相談員の方には活動報告をいただいており、相談内容まで報告していただいておりま

す。発展性がある質問に対してどう答えたか、それは外務省でも把握させていただいてお

ります。 

 いずれにしましても、相談員業務をどう充実させていくか、６月下旬に相談員連絡会議

もございますので、そこで相談員の皆さんと話し合って、深めていけたらと思っておりま

す。 

 ほかに活動環境整備事業についてのご意見がございますか。 

●釜野（ネパールＮＧＯネットワーク） ネパールＮＧＯネットワークの釜野です。 

 きょうのいろいろな議論をお聞きしまして、こういう立派な制度をどのように利用した

り運用していくかという議論の中で、これは私だけの要望ではないのですが、多様性に富

んだＮＧＯが日本にはありますので、その点でぜひ頭の中に入れて、技術的にも、内容か

らしても、なかなか立派なところもありますので、その人たちがこの制度を利用できるよ

うな形をどこかで残していただきたいと考えております。たぶんそういうことは既にお考

えになっていると思いますが、くどいかもしれませんが、言わせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

◎青山 ほかにはよろしいでしょうか。 

●稲場 もう時間もあまりないと思いますが、この活動環境整備支援事業に関する今後の

検討スケジュールについて、外務省側の予算との関係で教えていただきたいことと、こち

らとしては、５か年計画推進チーム及びこうした連携推進委員会の何らかの形でフィード
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バックをいただいて、そのプロセスに応じてできる形でインプットしていきたいと考えて

おりますので、その観点からスケジュール的なこと等を教えていただければと思います。 

○飛林事務官 予算プロセスですが、何月にこういう折衝があるという細かい点につきま

しては、この場では控えさせていただきたいのですが、これまでにご案内しておりますと

おり、５月中には民間援助連携室の22年度予算の原案を固めたいと考えております。その

先につきましては、大ざっぱな言い方になってしまいますが、夏までに方向性を固めて、

秋以降に財務当局と折衝を開始し、毎年、12月初めころでしょうか、22年度予算案が閣議

決定されまして、年を越して３月ころに予算案が国会で承認されるということで、今回の

ようにある程度突っ込んで伺うという機会を今後必ずしも確保できないかもしれませんが、

連携推進委員会その他でも活動環境整備事業についての意見交換をしておりますので、可

能な範囲で反映させていきたいと考えております。 

◎青山 活動環境整備事業につきまして、ほかにはよろしいでしょうか。 

●野田 私どもＮＧＯは、ご存じのとおり、首都圏だけではなくて様々な地域でネットワ

ークを持っていますし、また、対象国・地域別のネットワークや、セクター別のネットワ

ークもありますし、もちろん個別の活動もあるので、多様です。ぜひ、心に留めておいて

いただきたいのは、活動環境整備事業をはじめNGO連携の制度を設けていただいたときは、

こうしたNGOの現状をご理解頂き、オプションなども含めてなるべくフレキシブルにして

いただきたいということです。 

 具体的に申し上げますと、先ほど私が申し上げた、NGO相談委員は相談だけではなくて

その先のアウトリーチ、フォローアップも大切ですよというのは、地域で活動している人

間としては本当に切実な問題です。そのときに、それぞれの地域に特化した制度をつくっ

てくださいと申し上げているわけではありません。ただ、実情としては、NGO相談員の19

のうち７が東京ということは、それ以外の12は地域で多数に上るわけですから、首都圏だ

けでなく地域の切実なニーズも認識していただき、そうした多様な地域のニーズにも対応

できるようなフレキシブルな制度や運営を、例えばオプションといった形でも結構ですの

で、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

◎青山 ありがとうございます。 

 それでは、４月27日の意見交換でもう一つ議題になりました、ＮＧＯ連携無償の今後の

あり方につきましても、本日の意見交換の要望となっております。 
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 これについては、ＮＧＯの皆さんからまずお話をいただけますか。 

●稲場 前回の４月27日の意見交換会の中でＮＧＯ側として申し上げたのは、基本的に既

存の、現状でＮＧＯの発案に対して政府が審査をして資金を拠出するという現行の連携無

償のあり方、これに関しては非常に高く評価しております。基本的に、ＮＧＯ自身が現地

から組み上げられたニーズと戦略をもとにしてプロジェクト案件の形成を行っている。政

府としては、逆に言うと、それを尊重していただいて、そこに資金を付けていただくこと

が、実際にコミュニティ開発や各種分野における成果における、今のＮＧＯ連携無償の成

果につがっていると思いますので、基本的に、現行の資金規模において、それをぜひ尊重

していただきたい。 

 その上で、増額分に関して、政府の一定の政策的方向付け、そうしたことを考えていた

だく。こうしたことに関しては、こちらとしても積極的に意見を出して、そしていろいろ

な形で制度設計についても、ぜひとも積極的に協力したいと考えていますが、基本的にこ

ちらとして申し上げているのは、現行部分に関しては、ぜひとも今のあり方で進むほうが、

逆に言うと、パフォーマンスとしてもいいでしょうし、全体的に見て、例えば実際にＪＰ

Ｆの部分もありますので、そういう意味では、純粋に連携無償の部分は10億円から20億円

の規模になるかと思いますが、その規模に関しては、現行の形を維持し、そして、ＮＧＯ

の発案を積極的に掘り出していただくことが、現実に成果につながるのではないかという

のがＮＧＯ側の考え方です。 

◎青山 ありがとうございます。 

 ほかに補足意見等がありますか。よろしいですか。 

 ただいまの稲葉さんのご発言について、外務省からよろしくお願いします。 

○須田事務官（民間援助連携室） 民間援助連携室の須田でございます。 

 ４月27日の意見交換会で、外務省から、ＮＧＯ連携無償資金協力であるＮ連でできてか

ら７年間たちましたと。皆さんもそろそろ実績を積まれて、今後は、本当の意味でのＮＧ

Ｏと外務省との連携ということで、Ｎ連のあり方について見直す時期ではないかというこ

とでたたき台、案をもとにいろいろご意見を伺いました。 

 おっしゃったことは、先ほども稲葉さんから、意見交換会での結果について簡単にお話

しいただきましたが、一つには、本日の会議の中でも言及がありましたが、過去、Ｎ連の

予算が余っていたという現実があります。もちろん、昨年度は少し足りなくなったという

こともありますし、今年度はどうなるかわかりません。でも、その中で、外務省としても、
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Ｎ連が増えればいいと思いますが、どうなるかわからない中で、あり方を見直すというこ

とで、現時点でこうしますとは申し上げられませんし、今後も引き続き皆さんと意見交換

をしつつ、これからのあり方について考えていきたいと考えております。 

○飛林事務官 民間援助連携室の飛林です。 

 先ほどの報告事項で、緊急無償についてということでご提案いただきましたが、我々と

しては、一定部分については、制度設計の見直し議論の中で何らかの方向性を示せるので

はないかと考えております。コミュニティ開発支援無償や緊急無償について、ＮＧＯに直

接資金協力できるようにしてほしいというご要望のご趣旨は、そのスキームをそのままＮ

ＧＯに適用してほしいということなのか、堀江さんがおっしゃいましたように、予算額が

少ないということなのか、もっと予算を使えるようにしてほしいとかということにもよる

のではないかと思いますが、予算が足りないという純粋なことであれば、どんと使ってい

ただいて予算が足りませんという状況をつくっていただきますと、軽くお約束できること

ではありませんが、そういう努力を私どもは財務当局との間でしていきたいと思います。 

 さらに、何らかのスキーム的なもので不便を感じているということでしたら、我々とし

ては、現行ではこれ以上のスキームの変更は、対象経費ということですが、広げることは

なかなか難しいのではないかと考えておりますので、もう一つ、オントップでつくられる

かもしれない新たなスキームのほうで、皆さんの意見と我々の意図の折り合うところを探

したいと考えております。 

◎青山 ただいまのご説明につきまして、ＮＧＯの皆さんからどうぞ。 

●堀江 ジャパン・プラットフォームの堀江です。 

 まず一つは、予算が足りないという現実があると思います。プラットフォームに関して

も、2000年にできてから金額を少しずつ増やしていただいていますが、例えば複数の紛争

地で取り組まなければならない案件やアフリカの案件が増えてくると、どうしてもこれま

で以上に、安全管理も含めてお金がかかるということもありますので、全般的に、予算の

パイとして足りないのではないかという意識を持っております。 

◎青山 ありがとうございます。 

 ほかにどうぞ。 

●大橋 ＪＡＮＩＣの大橋です。たくさんしゃべって申し訳ありません。 

 先ほど、打合せ会のほうでも出たのですが、この前の４月27日にも少し申し上げました

ように、ＮＧＯに対して資金的な意味での協力をいただくスキームは、Ｎ連以外にも、Ｊ
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ＩＣＡさんが持たれているもの、また、実現するかどうかの問題は別として、無償資金・

技術協力課が持っているものとか、いろいろなものが可能性としてあるし、幾つかは現実

に実現しています。それらがどのように、例えば小さなＮＧＯから能力が高い、規模の大

きいＮＧＯへといろいろと分かれていますし、分野も分かれています。緊急的なものは、

例えばプラットフォームなのかとか、そこら辺、いろいろな場所があります。それらを、

この場がいいのか、それともまた別の場をつくることがいいのか、そこはよくわからない

し、今後もう少し外務省と議論を進めてみたいと思いますが、一堂に会して、この役割は

こうじゃないか、ここはこうじゃないかという見取図が全体的にもう少しあると良いと思

います。例えばＮ連についてのスキームを少し変えたいと言われたときにも、これはこう

いう位置付けだからこれで大丈夫だよねとか、これはこうなるとまずいねとかいう、もう

少し巨視的な図を描くと議論が進みやすいかなと思っております。それをどの場で設定す

べきかは今すぐにはわからないし、それを今すぐに開いてくれとお願いしているわけでは

ありません。ただ、そういう視点でいろいろなスキームをあわせて考えていくことで、Ｎ

連についてもよりよいものにしていくという考え方で、私どもが議論に参加しやすくなる

のではないかと感じていますので、何かご感想などがありましたらお聞かせください。 

●宮下 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの宮下です。 

 今回、提案させていただいているわけですが、資金的な部分だけではなくて、実は、現

行のスキームで金額が増えた場合に、やはり難しいというか、かなり報告の準備などが大

変になりますので、その辺の改善も含めてご検討いただければと思っておりますので、こ

れは引き続き５か年計画推進のほうでお願いできればと思います。 

◎青山 ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、外務省のほうからお願いします。 

○飛林 まず、大橋さんからご提案いただきました巨視的な見取図といいますか、ＮＧＯ

の皆さんにご活用いただいているようなスキームの全体図がわかるものということですが、

以前お配りしたことがある５か年計画の参画実績という表があります。一般無償からＮ連

等まで、そういうものをベースにお役に立てるような資料を検討して、お出しすることも

有意義ではないかと考えております。 

 ご参考までに、本日ご提案いただいた緊急無償ですが、実施の段階では、国際機関に拠

出することが多いものですからフォローできない例もありますが、既にＮＧＯの皆さんに

活用いただいている例もありますので、そうしたことも申し上げたいと思います。 
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 宮下さんからご提案いただいたことにつきましては、委託型ＮＧＯ連携無償ということ

で議論が開始したところですが、議論の方向性やそういったものについて、今この時点で

予断することはできませんが、そうした点も含めてご要望を出していただいて、検討を深

めていきたいと考えております。 

◎青山 ほかにはよろしいでしょうか。 

●片山（国際協力ＮＧＯセンター） ＪＡＮＩＣ、及び（特活）ワールド・ビジョン・ジ

ャパンの片山です。 

 このＮ連に関してだけではなく、ＮＧＯの側がいつも外務省の方とお話しするときに、

ＯＤＡ自体がもっと戦略的であるべきだとか、効率的であるべきだということを、ＮＧＯ

の側からもいつもお話ししているわけで、それは、ある意味ではＮ連にとっても同じで、

Ｎ連がもう少し外務省の戦略性に立ったものであるとか、重点を明確にするとか、そのよ

うに移行していくことは、ある意味では当然だろうと感じています。 

 しかし、同時に、ＮＧＯが行っている活動は、国と国レベルでのＯＤＡ政策の中から少

し違う範囲、具体的に言うと、よりコミュニティに近いとか、草の根のレベルという事業

が多いわけで、そういう事業を支援することもＯＤＡの戦略性の一つではないかと感じて

いますし、そのようにご理解をしていただいているのでご支援していただけるのだろうと

思います。 

 そういう中で、現行のＮ連が、特に規模の小さいＮＧＯに対して１案件の額が比較的、

私から見ると小さいというか、制限がある。一方で、コミュニティ開発支援無償が３億円

でしたか、その間がないということも含めて、日本のＮＧＯもだいぶ成長してきて規模の

大きな事業も実施できるようになってきているわけで、額の面で、１事業当たりの額を大

きな支援事業ができるものが欲しいということを、正直な要望としてここでお話ししてお

きたいと思います。それが現行のＮ連のスキームに当てはまらないのであれば、違うスキ

ームをぜひ検討していただきたいと思います。 

◎青山 ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいですか。 

 外務省のほうから、よろしいですか。 

○須田事務官 片山さんのご意見、ありがとうございました。 

 この拠出金のあり方の見直しにつきましては、予算全部を変えてしまいしょうというこ

とではなくて、もちろん、規模の小さいＮＧＯさんなどは小さい事業をやりたいというＮ
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ＧＯさんもいらっしゃると思うので、そういう団体さんの要望にも応えつつ、今までどお

り変わりませんというわけではなくて、あり方を見直しましょうということですので、規

模の大きな団体さんに対してはどのようなことができるか、また、どのようなことを団体

さんがなさりたいのかということも踏まえて検討していきたいと思います。 

◎青山 時間も押しておりますので、この辺で終えたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

 本日の報告事項、討議事項、すべて終了いたしました。次回の連携推進委員会の日程で

すが、ＮＧＯ・外務省の定期協議会の全体会合の日程が決まっていない中で、連携推進委

員会を開催させていただきましたが、また事務レベルで詰めさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

 そのように日程を詰めさせていただきます。 

 それでは、この意見交換会を終える前に、閉会のご挨拶をいただきたいと思います。 

 名古屋ＮＧＯセンター理事で連携推進委員の野田さん、よろしくお願いします。 

●野田 ご紹介、ありがとうございます。 

 本日は、小田審議官・新NGO担当大使をはじめ、外務省の皆様、関係機関の皆様、そし

てＮＧＯの皆様、大変お忙しいところを貴重なお時間をいただきまして、どうもありがと

うございました。心より御礼申し上げます。 

 NGO外務省定期協議会連携推進委員会は本日を入れて３回ありますので、ＮＧＯとして

「今年度はどういった形でこの委員会を進めさせていただきたいか」という、目標と活動

計画を簡単にご紹介させていただくことで、締めくくりとさせていただきます。大橋さん

がＮＧＯの座長ですが、ご指名ですので副座長の私がなりかわってご発言させていただき

ます。 

 まず、本日の議論の中でも出てまいりましたが、中期的な目標としては、様々な連携事

業ないしは、この協議自体に関して相互理解を深め、パートナーシップのあり方について

合意を形成していくことが重要かと思います。こうした協議や合意の内容については、議

事録等様々な形で文書に残ることになります。以下、特に今年度、NGOが外務省の皆様と

一緒に連携しつくっていきたいかということで、３点ほど端的に申し上げたいと思います。 

 まず１番は、先ほどの議論にもありましたとおり、私たちＮＧＯは、国際協力において、

その専門性を生かして外務省さんとどのように連携していくか、という観点で議論させて

いただきたい。もちろん、外務省さんの支援が必要な小さな団体もあります。でも、ここ
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は、支援検討委員会ではなくて連携推進委員会ですので、基本はNGOの専門性ふまえた連

携という点から検討していきたい。その中で、一つはどういった新たな連携のチャレンジ

が可能か。もう一つは、現行の連携の中でどのような改善が可能かということになろうか

と思います。 

第1点目として、新たなチャレンジの中身としては、先ほど議論にありましたような、

外務省ないしは日本のＯＤＡのスキームに、いかにＮＧＯが効果的に連携していくかが重

要かと思います。NGOにとっては予算が足りないからという次元だけで議論しているわけ

ではないわけですね。日本の国際協力は様々なスキームがありますが、それぞれのスキー

ムごとに、ＮＧＯが貢献しうる役割があると考えております。この間、議論されてきたコ

ミュニティ開発支援無償や緊急無償等においても、NGOは専門性を活かした貢献ができる

のではないかと考えておりますので、引き続き議論していただきたい。 

 また、実施のレベルの連携だけではなく、政策から実施、そして評価に至る一連のサイ

クルの中でも貢献させていただけることがあるであろうと思います。例えば、草の根レベ

ルの案件に関しては、ＮＧＯは実施だけでなく、評価の上でも優位性を持っていますし、

それが政策にもフィードバックされうるのではないかと思います。本日の議論でもご紹介

いただきましたとおり、私はNGOを代表してＯＤＡ評価有識者会議に参加しておりますが、

昨年、太平洋島嶼国の評価をさせていただき、大変ありがたいことに、その評価結果が、

今週末開催される第5回太平洋・島サミットにおいてもかなり取り入れていただいている

と理解しております。日本の国際協力における様々なスキームのレベル、そして政策・実

施・評価の様々なサイクルの局面で新しいチャレンジをお互いに模索させていただきたい

と思っております。これが１点目です。 

 第２点としては、現行スキームの改善ということで、多くは申し上げませんが、ＮＧＯ

連携無償、そして環境整備の事業を軸に、来年度予算編成に向けて様々なワーキンググル

ープ等も通じて、具体的な改善提案をさせていただきたいと思います。 

 こうしたNGOとODAの連携についての議論をより実質的に行う上での土台としては、本日

議論のありました５か年計画だと思います。これは、外務省さん、ＮＧＯ側が共通で認識

しているところですので、5か年計画の進捗状況や成果・課題についても引き続き議論し

たいと思います。さらに、NGOとODAの連携を深める上で、ぜひ諸外国の事例からも外務省

さんと一緒に学んでいく必要があろうかと思いますし、既に外務省さんが調査された諸外

国の事例についてのフォローアップの勉強会も行っていければと考えております。また、
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その他必要事項があれば協議させていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、繰り返しになりますが、ＮＧＯとしては、私たちが持っている長

所、専門性を生かして、いかに外務省さんとパートナーシップを組んでいくかということ

を引き続き前向きな形で建設的に議論していきたいと思います。本年度も引き続きよろし

くお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

◎青山 ありがとうございました。 

 それでは、平成21年度ＮＧＯ・外務省定期協議会の第１回連携推進委員会は、これにて

終了させていただきます。 

 皆様、どうもありがとうございました。（拍手） 

午後５時14分閉会 


